
　
平
成
25
年
分
の
確
定
申
告
の
受
付

を
行
い
ま
す
。
所
得
税
の
確
定
申
告

は
青
梅
税
務
署
で
も
行
っ
て
お
り
、

お
手
元
の
パ
ソ
コ
ン
で
申
告
書
を
作

成
し
て
、
送
付
す
る
か
電
子
送
信
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
パ
ソ
コ
ン
で
申
告
書
を
作
成
す
る

　
場
合
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

　
「
所
得
税
（
確
定
申
告
書
等
作
成

　
コ
ー
ナ
ー
）
」
が
便
利
で
す
。

▽
確
定
申
告
が
必
要
な
方
　
給
与
所

　
得
者
で
「
年
末
調
整
」
が
終
わ
っ

　
て
い
な
い
方
、
給
与
・
年
金
以
外

　
に
そ
の
他
の
収
入
が
あ
る
方
、
公

　
的
年
金
等
の
収
入
が
４
０
０
万
円

　
を
超
え
る
方
な
ど
は
、
確
定
申
告

　
を
必
要
と
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
源
泉
徴
収
を
さ
れ
て
い
る

　
方
で
、
医
療
費
や
寄
附
金
な
ど
の

　
控
除
を
申
告
す
る
こ
と
に
よ
り
所

　
得
税
が
還
付
に
な
る
方
、
年
末
調

　
整
で
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を

　
申
告
し
て
い
な
い
方
は
申
告
が
必

　
要
で
す
。

▽
医
療
費
控
除
　
医
療
費
控
除
の
申

　
告
を
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
領
収

　
書
の
合
計
を
計
算
し
、
所
定
の
明

　
細
書
（
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

　
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
日
時
・

　
医
療
機
関
等
・
費
用
な
ど
を
ま
と

　
め
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
土
地
・
建
物
、
株
式
な
ど
の
譲
渡

　
所
得
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

　
の
初
年
度
申
告
、
青
色
申
告
、
農

　
業
・
営
業
な
ど
の
所
得
、
消
費
税
、

　
相
続
税
、
贈
与
税
に
つ
い
て
は
、

　
必
ず
青
梅
税
務
署
で
申
告
し
て
く

　
だ
さ
い
。

▽
確
定
申
告
の
持
ち
物
　
主
に
次
の

　
も
の
が
必
要
で
す
。

①
源
泉
徴
収
票

②
は
ん
こ

③
控
除
証
明
書
（
国
民
年
金
等
や
生

　
命
・
地
震
な
ど
の
各
種
保
険
）

④
医
療
費
の
明
細
書
や
領
収
書

⑤
申
告
者
本
人
の
口
座
番
号
・
支
店

　
名
が
わ
か
る
も
の

※
申
告
内
容
に
よ
り
、
上
記
以
外
の

　
も
の
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す

　
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
確
定
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
医
療
費
控
除
な
ど
に
よ
る

所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
に
確

定
申
告
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

ま
た
、
年
金
の
源
泉
徴
収
票
に
記
載

さ
れ
て
い
る
も
の
以
外
の
控
除
（
社

会
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、
医
療
費

控
除
等
の
控
除
、
扶
養
親
族
の
追

加
な
ど
）
が
あ
る
方
は
、
住
民
税

（
市
・
都
民
税
）
の
申
告
を
す
る
こ

と
で
、
住
民
税
額
が
下
が
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
住
民
税
の
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　
平
成
26
年
度
の
住
民
税
（
市
・
都

民
税
）
の
申
告
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

こ
れ
は
平
成
25
年
中
の
収
入
な
ど
を

市
に
申
告
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

▽
住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

①
勤
務
先
か
ら
あ
き
る
野
市
へ
給
与

　
支
払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方

②
そ
の
他
の
所
得
が
あ
り
、
確
定
申

　
告
を
す
る
必
要
が
な
い
方

③
収
入
が
な
く
、
ど
な
た
の
扶
養
に

　
も
な
っ
て
い
な
い
方

※
他
市
に
住
ん
で
い
る
方
の
扶
養
親

　
族
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
申
告
が

　
必
要
で
す
。

▽
住
民
税
申
告
の
持
ち
物
　
確
定
申

　
告
の
持
ち
物
と
同
じ
（
た
だ
し
、

　
口
座
番
号
・
支
店
名
が
わ
か
る
も

　
の
は
不
要
）
。

▽
時
間
・
場
所
と
市
役
所
か
ら
の
お

　
願
い
　
午
前
に
受
付
で
き
る
人
数

　
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。
上
限
に

　
達
し
た
場
合
は
、
午
後
の
受
付
に

　
お
回
り
い
た
だ
き
ま
す
。
混
雑
を

　
避
け
る
た
め
に
、
な
る
べ
く
午
後

　
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
午
前
か
ら
午
後
に
ま
わ
っ
て
い
た

　
だ
く
関
係
で
、
午
後
の
受
付
開
始

　
前
に
並
ば
れ
て
も
、
お
待
ち
い
た

　
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
午
後
の

　
受
付
に
打
ち
切
り
は
あ
り
ま
せ
ん

　
の
で
、
早
く
来
て
い
た
だ
か
な
く

　
て
も
時
間
に
余
裕
を
持
っ
て
午
後

　
４
時
ま
で
に
会
場
に
お
越
し
い
た

　
だ
け
れ
ば
受
け
付
け
る
こ
と
が
で

　
き
ま
す
。

※
受
付
の
日
程
や
時
間
、
混
雑
状
況

　
の
目
安
は
表
を
確
認
し
て
く
だ
さ

　
い
。

　
給
与
、
年
金
、
事
業
所
得
者
を
対

象
に
、
確
定
申
告
書
作
成
の
ア
ド
バ

イ
ス
と
申
告
書
の
受
付
を
行
い
ま
す

（
譲
渡
所
得
、
贈
与
税
の
相
談
は
受

け
付
け
ま
せ
ん
）
。

▽
場
所
・
期
日

　●

中
央
公
民
館
…
２
月
５
日
（水）
〜
７

　
日
（金）

　●

五
日
市
出
張
所
…
２
月
12
日
（水）

▽
時
間

　●

受
付
時
間
…
午
前
９
時
〜
11
時
、

　
午
後
１
時
〜
３
時

　●

相
談
時
間
…
午
前
９
時
30
分
〜
正

　
午
、
午
後
１
時
〜
３
時
30
分

※
各
会
場
と
も
、
混
雑
状
況
に
よ
っ

　
て
は
、
受
付
を
早
め
に
締
め
切
る

　
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承

　
く
だ
さ
い
。

▽
場
所
・
期
日

　●

市
役
所
…
２
月
17
日
（月）
〜
20
日
（木）

▽
受
付
時
間
　
午
前
９
時
〜
10
時
30

　
分
、
午
後
１
時
〜
３
時

※
会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
っ
て
は
、

　
早
め
に
締
め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま

　
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
　
青
色
申
告
、
営
業
、
不
動

　
産
、
農
業
所
得
や
、
給
与
・
年
金

　
所
得
者
で
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方

　
（
は
ん
こ
、
前
年
の
確
定
申
告
書

　
な
ど
の
控
え
を
持
参
し
て
く
だ
さ

　
い
）

※
譲
渡
所
得
、
贈
与
税
の
相
談
は
で

　
き
ま
せ
ん
。

　
平
成
24
年
分
の
電
子
申
告
（
電
子

送
信
だ
け
で
な
く
、
国
税
庁
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
か
ら
パ
ソ
コ
ン
で
作

成
し
、
書
面
提
出
し
た
場
合
も
含
む

）
を
利
用
し
て
確
定
申
告
を
行
っ
た

方
へ
は
、
平
成
25
年
分
の
確
定
申
告

書
や
青
色
決
算
書
な
ど
は
送
付
さ
れ

ま
せ
ん
。
引
き
続
き
、
電
子
申
告
を

利
用
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

▽
問
合
せ
　
青
梅
税
務
署
（
☎
０
４

　
２
８
・
22
・
３
１
８
５
）

　
平
成
25
年
中
に
新
築
・
増
築
し
た

家
屋
は
、
固
定
資
産
税
と
都
市
計
画

税
（
市
街
化
区
域
内
に
限
る
）
の
対

象
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
平
成
25
年

中
に
取
り
壊
さ
れ
た
家
屋
は
、
平
成

26
年
度
か
ら
課
税
さ
れ
な
く
な
り
ま

す
。

　
家
屋
を
新
築
・
増
築
し
て
市
の
家

屋
調
査
が
ま
だ
終
了
し
て
い
な
い
方

や
、
家
屋
を
取
り
壊
し
た
方
は
、
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
課
税
課
家
屋
資
産
税
係

　
個
人
か
法
人
が
そ
の
事
業
の
た
め

に
用
い
て
い
る
構
築
物
や
機
械
、
装

置
、
備
品
な
ど
は
、
償
却
資
産
と
し

て
固
定
資
産
税
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
平
成
26
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内

で
工
場
や
商
店
な
ど
を
経
営
し
て
い

る
方
、
駐
車
場
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
を

貸
し
付
け
て
い
る
方
で
、
償
却
資
産

を
お
持
ち
の
方
は
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

▽
申
告
期
限
　
１
月
31
日
（金）
（
土
曜

　
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

※
新
規
に
事
業
を
始
め
た
方
で
申
告

　
用
紙
が
必
要
な
方
は
、
連
絡
し
て

　
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
課
税
課
家
屋
資
産
税
係

　
老
齢
基
礎
年
金
や
老
齢
厚
生
年
金

な
ど
は
、
所
得
税
法
上
「
雑
所
得
」

と
し
て
課
税
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
所
得
税
を
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

て
い
る
方
も
含
め
、
老
齢
基
礎
年
金

や
老
齢
厚
生
年
金
な
ど
を
受
け
て
い

る
す
べ
て
の
方
に
、
平
成
25
年
中
に

支
払
わ
れ
た
年
金
の
支
払
金
額
や
源

泉
徴
収
税
額
な
ど
を
記
載
し
た
「
公

的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
が
、
日

本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
２
つ
以
上
の
年
金
を
受
け
て
い
る

方
や
、
公
的
年
金
以
外
に
所
得
が
あ

る
方
は
、
確
定
申
告
を
す
る
と
き
に

必
要
で
す
の
で
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

　●

源
泉
徴
収
票
が
届
か
な
い
、
紛
失

　
な
ど
の
再
発
行
･
相
談
…
青
梅
年

　
金
事
務
所
（
☎
０
４
２
８
・
30
・

　
３
４
１
０
）

　
65
歳
以
上
で
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
方
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
な

ど
の
交
付
を
受
け
て
い
な
く
て
も
、

寝
た
き
り
な
ど
の
一
定
の
要
件
に
該

当
す
る
場
合
に
は
、
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
書
を
発
行
し
ま
す
。
所
得

税
や
住
民
税
の
申
告
に
添
付
す
る
こ

と
で
、
本
人
か
そ
の
扶
養
者
が
、
障

害
者
（
特
別
障
害
者
）
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
認
定
書
の
交
付
に
は
申
請
が
必
要

で
す
。

▽
問
合
せ
　
高
齢
者
支
援
課
介
護
認

　
定
係

住
民
税
の
申
告
に
つ
い
て

青
梅
税
務
署
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
お
知
ら
せ

青
梅
税
務
署
職
員
と
税
理
士
に

よ
る
確
定
申
告
出
張
相
談

家
屋
を
新
築
・
増
築
、

　
　
　
取
り
壊
さ
れ
た
方
へ

償
却
資
産
が
あ
る
方
へ

老
齢
年
金
を
受
け
て
い
る
方
に

源
泉
徴
収
票
が
送
付
さ
れ
ま
す

税
理
士
会
に
よ
る

　
　
　
　
　
無
料
申
告
相
談

電
子
申
告
利
用
者
の
方
へ

申
告
書
な
ど
の

　
　
送
付
停
止
の
お
知
ら
せ

確
定
申
告
に
つ
い
て

※２会場で同時受付をしている日は混雑が予想されます。
※例年、午前と午後の早い時間は大変混雑します。
※出張公…税務署職員が中央公民館で所得税の確定・還付申告を受け付けます。この日は市役所では市・
　　　　　都民税の申告のみ、課税課で受け付けます。税理士による申告書作成アドバイスも行います。
　　　　　税務署出張相談時間：午前９時30分～正午（11時受付終了）、午後１時～３時30分（３時
　　　　　受付終了）
※出張五…税務署職員が五日市出張所で所得税の確定・還付申告を受け付けます。市職員による市・都
　　　　　民税の申告受付も行います。税理士による申告書作成アドバイスも行います。
　　　　　税務署出張相談時間：午前９時30分～正午（11時受付終了）、午後１時～３時30分（３時
　　　　　受付終了）
※税理士…税理士の出張相談コーナーを開設します。
　　　　　税理士相談時間：午前９時～10時30分ごろ、午後１時～３時ごろ

受付時間…午前９時～11時15分、午後１時～４時
（注）午前中に受付ができる人数には限りがありますので、状況
　　　により午後の受付とさせていただく場合があります。

表　申告受付日程と前年実績による混雑予想

場所

市役所

五日市出張所

３月17日㈪

○

２月３日㈪

▲

２月10日㈪

◎

２月17日㈪

▲　※税理士

２月24日㈪

◎

３月３日㈪

◎

３月10日㈪

▲

２月４日㈫

▲

２月11日㈫

２月18日㈫

▲　※税理士

２月25日㈫

◎

３月４日㈫

◎

３月11日㈫

○

２月５日㈬

▲　※出張公

▲

２月12日㈬

▲　※出張五

２月19日㈬

▲　※税理士

２月26日㈬

◎

３月５日㈬

▲

３月12日㈬

○

２月６日㈭

○　※出張公

▲

２月13日㈭

▲

○

２月20日㈭

▲　※税理士

▲

２月27日㈭

○

○

３月６日㈭

▲

○

３月13日㈭

○

２月７日㈮

◎　※出張公

○

２月14日㈮

○

○

２月21日㈮

○

○

２月28日㈮

○

○

３月７日㈮

▲

○

３月14日㈮

○

場所

市役所

五日市出張所

場所

市役所

五日市出張所

場所

市役所

五日市出張所

場所

市役所

五日市出張所

場所

市役所

五日市出張所

場所

市役所

五日市出張所

（凡例　◎…やや混雑、○…混雑、▲…大変混雑）


